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税
金

◆
◆
◆

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き
を

お
忘
れ
な
く
！

譲
渡
や
盗
難
、
事
故
な
ど
に
よ
り
、
原

動
機
付
き
自
転
車
や
軽
自
動
車
な
ど
を
所

有
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
名
義
変
更
ま

た
は
廃
車
手
続
き
が
必
要
で
す
。
速
や
か

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
車
種
ご
と
で
手
続
き
先
が
異
な
り
ま
す

・
原
動
機
付
き
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動

車
／
吉
備
庁
舎
税
務
課
・
金
屋
庁
舎
や

す
ら
ぎ
福
祉
課
・
清
水
行
政
局
住
民
福

祉
室

・
軽
自
動
車
／
軽
自
動
車
検
査
協
会
和
歌

山
事
務
所　

☎
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０
‐
３
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‐

１
８
４
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・
軽
二
輪
・
小
型
二
輪
自
動
車
／
近
畿
運

輸
局
和
歌
山
運
輸
支
局

　

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
６
５

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

平
成
29
年
分
の
年
末
調
整
説
明
会

平
成
29
年
分
の
年
末
調
整
の
仕
方
お
よ

び
法
定
調
書
な
ど
の
提
出
に
つ
い
て
、
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
／
11
月
17
日（
金
）
10
時
～
12
時

●
場
所
／
湯
浅
納
税
協
会
3
階
会
議
室

（
湯
浅
町
大
字
湯
浅
2
4
3
0
番
地
77
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
・
公
益
社
団
法
人

湯
浅
納
税
協
会

問
湯
浅
税
務
署		

☎
６
３
‐
５
３
５
１

11
、
12
月
は

「
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
」

町
税
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
大
切

な
財
源
で
す
。
有
田
川
町
で
は
、
納
期
内

に
納
付
さ
れ
た
人
と
の
公
平
を
保
ち
、
滞

納
の
解
消
を
図
る
た
め
に
、
県
・
和
歌
山

地
方
税
回
収
機
構
と
合
同
で
、
11
月
と
12

月
を
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
と
し
て
、

税
収
確
保
に
取
り
組
み
ま
す
。

税
金
を
滞
納
す
る
と
、
本
来
納
め
る
べ

き
税
金
の
他
に
延
滞
金
を
納
付
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
滞
納
し
た
ま
ま
放
置
す

る
と
、
法
律
に
基
づ
き
滞
納
者
の
意
思
に

関
わ
り
な
く
、
給
与
や
不
動
産
な
ど
財
産

の
差
し
押
え
や
公
売
な
ど
の
滞
納
処
分
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
納
期
内

に
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

和
歌
山
市
町
村
合
同
公
売
会

税
金
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
家

電
・
雑
貨
な
ど
を
公
売
し
ま
す
。

●
日
程
／
11
月
18
日
（
土
）

●
場
所
／
岩
出
市
立
市
民
総
合
体
育
館
1

階
ア
リ
ー
ナ
（
岩
出
市
荊
本
63
‐
2
）

問
吉
備
庁
舎
税
務
課

・
和
歌
山
税
回
収
機
構
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税
を
考
え
る
週
間

11
月
11
日
（
土
）
～
17
日
（
金
）
の
期

間
、「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
広
報
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
く
ら
し
を
支
え
る

税
」。
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
特
設

ペ
ー
ジ
を
設
け
、
税
に
関
す
る
業
務
に
つ

い
て
ド
ラ
マ
仕
立
て
で
分
か
り
や
す
く
紹

介
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.nta.go.jp

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
湯
浅
税
務
署
総
務
課　

☎
６
３
‐
５
３
５
２

町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告

お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み


